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（１）令和４年度後期高齢者医療制度の

実施状況等について
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令和４年度 後期高齢者医療制度の実施状況 

１．被保険者数 

表１ 被保険者数の推移 

年 度 
被保険者数（年間平均値※） 

（再掲、障害認定者数） 

伸び率 

（当年度／前年度） 

平成２５年度 
659,420人 

（17,878人） 

2.59％ 

（△1.45％）

平成２６年度 
672,128人 

  （17,997人） 

1.93％ 

（ 0.67％） 

平成２７年度 
689,748人 

  （17,462人） 

2.62％ 

（△2.97％）

平成２８年度 
715,603人 

  （16,573人） 

3.75％ 

（△5.09％）

平成２９年度 
742,033人 

（15,813人） 

3.69％ 

（△4.59％）

平成３０年度 
764,477人 

（15,359人） 

3.02％ 

（△2.87％）

令和 元年度 
787,369人 

（14,286人） 

2.99％ 

（△6.99％）

令和 ２年度 
797,513人 

（12,947人） 

1.29％ 

（△9.37％）

令和 ３年度 
801,542人 

（11,712人） 

0.51％ 

（△9.54％）

令和 ４年度 
829,311人 

（9,845人） 

3.46％ 

（△15.94％）

※3～2月の平均値

（参考）令和４年度被保険者数（負担区分別） 

負担区分 一般（１割） 一定以上所得者（２割） 現役並み所得者（３割） 合計 

被保険者数 606,820人 181,962人 58,900人 847,682人 

構成比 71.59％ 21.47％ 6.95％ 100.00％ 

※令和 4年 10月から 2割負担が新設されたため、令和 5年 3月末の値を掲載

※端数処理を行っているため構成比の合計が合わない場合がある
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２．医療給付費等 

（１）医療給付費

表２ 令和４年度医療給付費の状況 

項 目 給付費 
（内訳） 

一 般 現役並み所得者 

療養諸費、高額療養諸費 

（審査支払手数料を除く） 
７８６，５９８，９７２，７２９円 746,672,390,278 円 39,926,582,451 円 

表３ 医療給付費の推移 

年 度 給付費 
伸び率 

（当年度／前年度） 

平成２５年度 ５９７，３５６，０６７千円 ４．２２％ 

平成２６年度 ６１５，６６３，３２９千円 ３．０６％ 

平成２７年度 ６４７，５６７，６９１千円 ５．１８％ 

平成２８年度 ６６６，９９０，８４９千円 ３．００％ 

平成２９年度 ７０１，８０８，９５３千円 ５．２２％ 

平成３０年度 ７２０，３３７，６００千円 ２．６４％ 

令和 元年度 ７５０，０７４，４８７千円 ４．１３％ 

令和 ２年度 ７２６，０３３，６５２千円 △３．２１％

令和 ３年度 ７４８，１４５，４５１千円 ３．０５％ 

令和 ４年度 ７８６，５９８，９７３千円 ５．１４％ 

表４ 一人当たり医療給付費の推移 

年 度 一人当たり医療給付費 
伸び率 

（当年度／前年度） 

平成２５年度 ９０５，８８１円 １．５９％ 

平成２６年度 ９１５，９９１円 １．１２％ 

平成２７年度 ９３８，８４７円 ２．５０％ 

平成２８年度 ９３２，０６８円 △０．７２％

平成２９年度 ９４５，７９２円 １．４７％ 

平成３０年度 ９４２，２６２円 △０．３７％

令和 元年度 ９５２，６３４円 １．１０％ 

令和 ２年度 ９１０，３７２円 △４．４４％

令和 ３年度 ９３３，３８３円 ２．５３％ 

令和 ４年度 ９４８，４９７円 １．６２％ 

（参考）料率算定時の 

令和４年度推計値 
９６６，４３３円 

(令和４年度実績値との差) 

１７，９３６円 
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（参考）療養費（柔道整復師の施術、あん摩・マッサージ、はり・きゅう）の支給状況 

柔道整復師 

の施術 

伸び率 

（当年度／

前年度） 

あん摩・ 

マッサージ

伸び率 

（当年度／

前年度） 

はり・ 

きゅう 

伸び率 

（当年度／

前年度） 

令和３年度 3,156,858千円 △2.17％ 908,963 千円 2.23％ 1,987,266千円 9.32％ 

令和４年度 3,078,132千円 △2.49％ 916,986 千円 0.88％ 2,165,758千円 8.98％ 

（２）その他医療給付費

表５ 葬祭費の状況 

件 数 金 額 １件当たり 

平成２５年度実績 ３６，９２６件 １，８４６，３００千円 

５０，０００円 

平成２６年度実績 ３７，５５０件 １，８７７，５００千円 

平成２７年度実績 ３７，９７２件 １，８９８，６００千円 

平成２８年度実績 ３９，０８９件 １，９５４，４５０千円 

平成２９年度実績 ４０，１９１件 ２，００９，５５０千円 

平成３０年度実績 ４１，１９２件 ２，０５９，６００千円 

令和 元年度実績 ４１，２３３件 ２，０６１，６５０千円 

令和 ２年度実績 ４２，７５８件 ２，１３７，９００千円 

令和 ３年度実績 ４５，０８７件 ２，２５４，３５０千円 

令和 ４年度実績 ４９，５１７件 ２，４７５，８５０千円 

表６ 傷病手当金の状況 

件 数 金 額 

令和 ２年度実績 ９件 １，１９１千円 

令和 ３年度実績 １８件 ２，５１２千円 

令和 ４年度実績 １２９件 ３，８７６千円 

（３）レセプト点検（２次点検の状況）

表７ レセプト点検の状況

査定件数 査 定 額 

平成２５年度実績 52,763 件 144,644 千円 

平成２６年度実績 66,695 件 211,310 千円 

平成２７年度実績 52,912 件 204,979 千円 

平成２８年度実績 84,946 件 235,297 千円 

平成２９年度実績 99,711 件 239,563 千円 

平成３０年度実績 86,799 件 173,731 千円 

令和 元年度実績 76,567 件 222,747 千円 

令和 ２年度実績 77,303 件 196,011 千円 

令和 ３年度実績 84,205 件 219,259 千円 

令和 ４年度実績 76,263 件 202,486 千円 
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（４）医療費通知 

表８ 医療費通知の発送状況 

 年度合計 1回目 ２回目 

平成２５年度 1,243,368 件 618,842 件(10 月送付) 624,526 件(3 月送付) 

平成２６年度 1,269,737 件 632,093 件(10 月送付) 637,644 件(3 月送付) 

平成２７年度 1,304,722 件 647,574 件(10 月送付) 657,148 件(3 月送付) 

平成２８年度 1,353,346 件 669,807 件(10 月送付) 683,539 件(3 月送付) 

平成２９年度 1,436,352 件 697,065 件(10 月送付) 739,287 件(2 月送付) 

平成３０年度 1,516,884 件 754,635 件(10 月送付) 762,249 件(2 月送付) 

令和 元年度 1,556,573 件 779,236 件(10 月送付) 777,337 件(2 月送付) 

令和 ２年度 1,578,739 件 789,842 件( 8 月送付) 788,897 件(2 月送付) 

令和 ３年度 1,561,068 件 750,070 件( 6 月送付) 810,998 件(2 月送付) 

令和 ４年度 1,622,477 件 777,426 件( 6 月送付) 845,051 件(2 月送付) 
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３．保健事業 

 

（１）健康診査 

表９ 健康診査の状況 

 対象者数 受診者数 受診率 
補助金交付額 

（精算後の額） 

平成２５年度実績 626,274人 93,243人 14.89％ 479,152千円 

平成２６年度実績 
医科 612,865人 98,159人 16.02％ 592,072千円 

歯科 143,029人 935人 0.65％ 3,576千円 

平成２７年度実績 
医科 566,105人 103,734人 18.32％ 622,849千円 

歯科 280,097人 4,574人 1.63％ 15,634千円 

平成２８年度実績 
医科 579,263人 111,082人 19.18％ 682,472千円 

歯科 358,380人 5,032人 1.40％ 20,049千円 

平成２９年度実績 
医科 605,166人 120,432人 19.90％ 710,740千円 

歯科 417,834人 5,889人 1.41％ 24,672千円 

平成３０年度実績 
医科 614,327人 127,616人 20.77％ 758,215千円 

歯科 408,415人 5,788人 1.42％ 26,107千円 

令和 元年度実績 
医科 631,932人 130,785人 20.70％ 783,459千円 

歯科 422,147人 6,016人 1.43％ 30,346千円 

令和 ２年度実績 
医科 660,582人 118,498人 17.94％ 757,599千円 

歯科 375,154人 4,945人 1.32％ 27,901千円 

令和 ３年度実績 
医科 694,856人 130,027人 18.71％ 827,118千円 

歯科 388,269人 5,764人 1.48％ 34,460千円 

令和 ４年度実績 
医科 707,968人 139,130人 19.65％ 937,654千円 

歯科 443,945人 7,874人 1.77％ 46,327千円 

※平成 25～令和４年度の対象者数は、４月１日時点の被保険者数から対象外者を除いた数値 

 

（２）高齢者の保健事業と介護予防等の一体的実施 

表 10 一体的実施の状況 

 実施市町 委託金額 

令和 ２年度実績 ８市１町 １５０，１６２千円 

令和 ３年度実績 ２３市４町 ３９２，５４１千円 

令和 ４年度実績 ２５市６町 ４３３，８０７千円 
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（３）人間ドック 

表 11 人間ドックの状況 

 人 数 該当市町 補助金交付額 

平成２５年度実績 １，９８７人 １７市４町 ４４，３４２千円 

平成２６年度実績 ２，３８４人 １７市５町 ５３，８４０千円 

平成２７年度実績 ２，６２０人 １７市５町 ５５，８２３千円 

平成２８年度実績 ２，９４１人 １７市５町 ６８，２０７千円 

平成２９年度実績 ３，３６７人 １７市５町 ７０，６３１千円 

平成３０年度実績 ３，６３１人 １７市５町 ７０，６３１千円 

令和 元年度実績 ３，７９０人 １７市６町 ６５，６２２千円 

令和 ２年度実績 ３，１５２人 １８市６町 ５４，６４４千円 

令和 ３年度実績 ３，５３８人 １９市６町 ６１，４８７千円 

令和 ４年度実績 ３，８６９人 １８市６町 ５３，２９９千円 

 

（４）ジェネリック医薬品利用差額通知 

表 12 ジェネリック医薬品利用差額通知の発送状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １回目 ２回目 

発送月 対象者数 
自己負担 

軽減額 
発送月 対象者数 

自己負担 

軽減額 

平成２５年度実績 １１月 33,912 人 300 円以上 ２月 35,971 人 220 円以上 

平成２６年度実績 ６月 40,168 人 170 円以上 １１月 27,520 人 200 円以上 

平成２７年度実績 ６月 40,870 人 130 円以上 １１月 32,338 人 280 円以上 

平成２８年度実績 ６月 43,323 人 230 円以上 １１月 38,320 人 170 円以上 

平成２９年度実績 ６月 42,557 人 220 円以上 １１月 37,914 人 280 円以上 

平成３０年度実績 ６月 41,818 人 200 円以上 １１月 36,910 人 200 円以上 

令和 元年度実績 ６月 40,036 人 320 円以上 １１月 33,344 人 350 円以上 

令和 ２年度実績 ６月 38,397 人 320 円以上 １１月 30,386 人 390 円以上 

令和 ３年度実績 ６月 39,529 人 320 円以上 １１月 31,122 人 350 円以上 

令和 ４年度実績 ６月 34,865 人 330 円以上 １１月 33,869 人 270 円以上 
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４．保険料 

 

（１）保険料率 

表 13 保険料率の推移 

 均等割額 所得割率 

平成２４・２５年度 ４６，００３円／人 ９．１４％ 

平成２６・２７年度 ４７，６０３円／人 ９．７０％ 

平成２８・２９年度 ４８，２９７円／人 １０．１７％ 

平成３０・令和元年度 ４８，８５５円／人 １０．１７％ 

令和２・３年度 ５１，３７１円／人 １０．４９％ 

令和４・５年度 ５０，１４７円／人 １０．２８％ 

     

 

（２）令和４年度一人当たり保険料額 

表 14 一人当たり保険料額 

 
(Ａ)令和４・５年度 

   （料率算定時） 

(Ｂ) 令和４年度 

   （確定賦課時） 
(Ｂ)－(Ａ) 

一人当たり保険料額 

（軽減適用後） 
８３，５１７円 ８４，５０１円 ９８４円 

 

 

（３）保険料収納状況 

表 15 保険料収納状況 

年  度 令和３年度 令和４年度 

現年分 

調定額 ６９，７８５，４０２，７７８円 ７２，０４９，９２６，５７７円 

収納額 ６９，５１９，３１２，３３７円 ７１，７２８，０８３，４４１円 

収入未済額 ２６６，０９０，４４１円 ３２１，８４３，１３６円 

収納率※ ９９．６１％ ９９．５５% 

不納欠損額 ０円 ３０，５０５円 

滞納 

繰越分 

調定額 ５１１，６７６，５８５円 ４８１，４５７，７３７円 

収納額 ２０２，９３１，００２円 １９０，２７４，８４１円 

収入未済額 ３０８，７４５，５８３円 ２９１，１８２，８９６円 

収納率※ ３９．６７％ ３９．５２% 

不納欠損額 ９０，８２５，８１５円 ６７，６４０，２８１円 

※収納率：収納額／（調定額－居所不明者分調定額）×100 
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表 16 収納方法別保険料収納状況及び構成割合（現年分） 

年  度 令和３年度 令和４年度 

普通 

徴収分 

調定額 ２８，５９５，３０５，２３８円 ３１，００４，６４０，５６５円 

（構成割合） ４０．９８％ ４３．０３% 

収納額 ２８，３２９，２１４，７９７円 ３０，６８２，７９７，４２９円 

（構成割合） ４０．７５％ ４２．７８% 

収納率 ９９．０７％ ９８．９６% 

特別 

徴収分 

調定額 ４１，１９０，０９７，５４０円 ４１，０４５，２８６，０１２円 

（構成割合） ５９．０２％ ５６．９７% 

収納額 ４１，１９０，０９７，５４０円 ４１，０４５，２８６，０１２円 

（構成割合） ５９．２５％ ５７．２２% 

収納率 １００．００％ １００．００% 

 

 

（４）保険料の軽減及び減免の状況 

表 17 保険料軽減対象被保険者数及び構成割合              （３月末現在） 

 ９割軽減 

※１ 

8.5 割軽減 

※２ 
５割軽減 ２割軽減 

被扶養者に
係る軽減 
※３ 

所得割軽減 

平成２５年度 148,467人 100,624人 14,017人 48,030人 67,340人 58,305人 

（構成割合） 21.26％ 14.41％ 2.00％ 6.87％ 9.64％ 8.35％ 

平成２６年度 151,593人 106,525人 42,944人 48,240人 65,856人 61,242人 

（構成割合） 21.16％ 14.87％ 5.99％ 6.73％ 9.19％ 8.55％ 

平成２７年度 156,635人 112,957人 50,435人 58,650人 64,615人 65,868人 

（構成割合） 21.22％ 15.30％ 6.83％ 7.94％ 8.75％ 8.92％ 

平成２８年度 158,987人 119,995人 55,571人 67,454人 63,733人 70,116人 

（構成割合） 20.72％ 15.64％ 7.24％ 8.79％ 8.30％ 9.14％ 

平成２９年度 161,000人 127,357人 61,669人 77,507人 62,344人 74,719人 

（構成割合） 20.35％ 16.09％ 7.79％ 9.79％ 7.88％ 9.44％ 

平成３０年度 163,067人 134,096人 69,249人 87,380人 61,352人 0人 

（構成割合） 19.99％ 16.44％ 8.49％ 10.71％ 7.52％ 0％ 

令和元年度 164,108人 140,651人 76,849人 98,390人 40,062人 0人 

（構成割合） 19.65％ 16.84％ 9.20％ 11.78％ 4.80％ 0％ 

令和２年度 163,544人 144,534人 82,525人 104,793人 39,090人 0人 

（構成割合） 19.48％ 17.21％ 9.82％ 12.48％ 4.66％ 0％ 

令和３年度 316,904人 
 

86,011人 109,201人 38,886人 0人 

（構成割合） 36.98％ 
 

10.03％ 12.74％ 4.53% 0％ 

令和 4 年度 328,967人 
 

94,025人 116,112人 39,566人 0人 

（構成割合） 36.88％ 
 

10.54％ 13.01％ 4.43％ 0％ 
※１ 令和元年度は８割軽減、令和２年度以降は７割軽減 
※２ 令和２年度は 7.75 割軽減、令和３年度以降は７割軽減。※１と欄重複するため※２は使用しない 
※３ 令和元年度以降は軽減を受けている被扶養者数となる 
   ただし、年度途中に被扶養者軽減から２割軽減となる被保険者は２割軽減欄と被扶養者に係る軽減数欄 

それぞれに 1 人ずつ計上している 
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表 18 条例減免                              （３月末現在） 

※端数処理を行っているため減免額の合計額が合わない場合がある 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
災害 所得激減 低所得 収監 

東日本 

大震災 

平成 30 年 

7 月豪雨 

新型コロナ 

ウイルス感染症 
合計 

平成 

２５ 

年度 

件 数 107件 219件 215件 34 件 1 件 ― ― 576件 

減免額 3,439 千円 11,282千円 2,476 千円 614千円 4 千円 ― ― 17,815千円 

平成 

２６ 

年度 

件 数 109件 217件 224件 34 件 5 件 ― ― 589件 

減免額 2,040 千円 12,056千円 2,801 千円 292千円 84 千円 ― ― 17,273千円 

平成 

２７ 

年度 

件数 84 件 215件 163件 34 件 5 件 ― ― 501件 

減免額 2,016 千円 12,000千円 2,005 千円 867千円 165千円 ― ― 17,053千円 

平成 

２８ 

年度 

件数 36 件 251件 178件 31 件 5 件 ― ― 501件 

減免額 2,091 千円 14,569千円 2,022 千円 804千円 171千円 ― ― 19,657千円 

平成 

２９ 

年度 

件数 41 件 310件 167件 37 件 6 件 ― ― 561件 

減免額 1,457 千円 18,218千円 1,841 千円 642千円 217千円 ― ― 22,376千円 

平成 

３０ 

年度 

件数 96 件 323件 144件 31 件 7 件 16 件 ― 617件 

減免額 2,397 千円 19,235千円 1,584 千円 443千円 332千円 304千円 ― 24,295千円 

令和 

元 

年度 

件数 95 件 408件 143件 40 件 7 件 6 件 ― 699件 

減免額 1,840 千円 22,806千円 1,554 千円 600千円 343千円 18 千円 ― 27,161千円 

令和 

２ 

年度 

件数 66 件 480件 136件 36 件 7 件 0 件 2,631 件 3,356 件 

減免額 1,659 千円 26,506千円 1,757 千円 602千円 371千円 0 円 147,154 千円 178,049 千円 

令和 

３ 

年度 

件数 60 件 514件 154件 55 件 7 件 0 件 770件 1,560 件 

減免額 1,552 千円 27,810千円 1,908 千円 765千円 379千円 0 円 60,271千円 92,685千円 

令和 

４ 

年度 

件数 44 件 637件 120件 52 件 7 件 0 件 568件 1,428 件 

減免額 1,994 千円 35,794千円 1,497 千円 971千円 371千円 0 円 58,285千円 98,913千円 
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５．令和４年度後期高齢者医療特別会計決算状況 

 

（１）令和４年度後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算（案） 

（単位：円） 

歳 入 

款 項 予算現額 収入済額 差額 

１ 市町支出金 148,982,076,000 150,787,377,248 1,805,301,248 

 １ 市町負担金 148,982,076,000 150,787,377,248 1,805,301,248 

２ 国庫支出金 255,739,455,000 260,297,687,232 4,558,232,232 

 １ 国庫負担金 195,547,487,000 197,760,313,106 2,212,826,106 

 ２ 国庫補助金 60,191,968,000 62,537,374,126 2,345,406,126 

３ 県支出金 68,282,474,000 67,017,532,670 △1,264,941,330 

 １ 県負担金 68,282,474,000 67,017,532,670 △1,264,941,330 

４ 支払基金交付金 327,682,875,000 321,637,034,000 △6,045,841,000 

 １ 支払基金交付金 327,682,875,000 321,637,034,000 △6,045,841,000 

５ 特別高額医療費共同事業交付金 394,509,000 438,784,941 44,275,941 

 １ 特別高額医療費共同事業交付金 394,509,000 438,784,941 44,275,941 

６ 繰入金 9,829,401,000 9,829,400,000 △1,000 

 １ 一般会計繰入金 1,000 0 △1,000 

 ２ 基金繰入金 9,829,400,000 9,829,400,000 0 

７ 繰越金 31,338,076,000 31,338,075,433 △567 

 １ 繰越金 31,338,076,000 31,338,075,433 △567 

８ 県財政安定化基金借入金 1,000 0 △1,000 

 １ 県財政安定化基金借入金 1,000 0 △1,000 

９ 諸収入 1,037,140,000 1,000,407,069 △36,732,931 

 １ 延滞金、加算金及び過料 9,642,000 6,968,087 △2,673,913 

 ２ 預金利子 6,845,000 2,042,864 △4,802,136 

 ３ 雑入 1,020,653,000 991,396,118 △29,256,882 

歳 入 合 計 843,286,007,000 842,346,298,593 △939,708,407 
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（単位：円） 

歳 出 

款 項 予算現額 支出済額 差額 

１ 保険給付費 808,584,474,000 790,594,698,047 17,989,775,953 

 １ 療養諸費 764,496,744,000 746,756,579,822 17,740,164,178 

 ２ 高額療養諸費 41,606,854,000 41,358,392,644 248,461,356 

 ３ その他医療給付費 2,480,876,000 2,479,725,581 1,150,419 

２ 特別高額医療費共同事業拠出金 722,258,000 455,136,220 267,121,780 

 １ 特別高額医療費共同事業拠出金 722,258,000 455,136,220 267,121,780 

３ 保健事業費 2,518,636,000 1,755,725,362 762,910,638 

 １ 健康保持増進事業費 2,518,636,000 1,755,725,362 762,910,638 

４ 公債費 1,000 0 1,000 

 １ 公債費 1,000 0 1,000 

５ 諸支出金 31,450,638,000 31,412,655,965 37,982,035 

 １ 償還金及び還付加算金 20,591,646,000 20,553,663,982 37,982,018 

 ２ 繰出金 34,888,000 34,888,000 0 

 ３ 基金積立金 10,824,104,000 10,824,103,983 17 

６ 予備費 10,000,000 0 10,000,000 

１ 予備費 10,000,000 0 10,000,000 

歳 出 合 計 843,286,007,000 824,218,215,594 19,067,791,406 

 

 

                     （単位：円） 

(A) 繰越金 １８，１２８，０８２，９９９ 

(B) 令和４年度精算額
（市町、国、県、支払基金） 

８，６４８，８８５，９５１ 

(C)  令和４年度交付の   
特別調整交付金（保険者 
インセンティブ）の繰越 

４１７，６４４，０００ 

(A)－(B)－(C) 

令和４年度決算剰余金 
９，０６１，５５３，０４８ 
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（参考）負担割合別保険給付費（令和４年度）

（単位：円）

注１）現物給付、３～２月診療分
注２）現金支給、４～３月支給決定分

154,401,218 14,189,047
調整金（介護合算）

合　計 786,598,972,729 746,672,390,278 39,926,582,451

高齢重度障害者給付
168,590,265

高齢重度障害者給付調整金
80,273,348 80,273,348 0

（高額療養費（外来年間合算））

高額介護合算
727,377,996 645,533,811 81,844,185

療養費

高齢重度障害者給付
1,390,910,263 1,241,483,870 149,426,393

調整金（高額療養費）

高額療養費
148,541,905 148,541,905 0

（外来年間合算）

高額療養費
31,870,369,601 27,927,313,083 3,943,056,518

（現物給付）

高額療養費
6,972,329,266 5,913,225,857 1,059,103,409

（現金支給）

訪問看護 9,350,919,294 8,884,356,259 466,563,035

移送費 8,800 8,800 0

柔道整復師施術料 3,078,131,887 2,907,547,431 170,584,456

その他療養費 4,077,544,583 3,910,443,620 167,100,963

食事・生活療養費 8,787,575,121 8,577,330,357 210,244,764

歯　科 31,687,926,208 29,935,069,753 1,752,856,455

調　剤 110,987,605,829 105,274,095,367 5,713,510,462

項　目 給付費
（内訳）

一般（１割・２割） 現役並み（３割）

医　科

（入院） 361,016,696,288 346,259,157,972 14,757,538,316

（外来） 216,254,172,075 204,813,607,627 11,440,564,448

（合計） 577,270,868,363 551,072,765,599 26,198,102,764
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（２） 給付費準備基金収支表 

（単位：円） 

収 入 支 出 

令和３年度末残高 20,060,141,271 
特別会計繰入 

（保険給付費に充当） 
9,829,400,000 

給付費準備基金積立金 10,824,103,983 

合 計（Ａ） 30,884,245,254 合 計（Ｂ） 9,829,400,000 

 

令和４年度末残高（Ａ）－（Ｂ） ＝ 21,054,845,254 

※R5.3末現在 
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（２）令和４年度保健事業について 
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１．高齢者の保健事業と介護予防等の一体的実施について 

 

（１）概要 

高齢者の保健事業と介護予防等との一体的な実施を効果的かつ効率的に進めるため、医療専

門職を配置して、後期高齢者の保健事業全体のコーディネートやデータ分析、通いの場への積

極的な関与などを推進し、個別のアプローチや通いの場等で健康相談等を実施しています。こ

の医療専門職の配置にかかる費用（人件費・その他経費）は、広域連合が市町へ交付し、その

財源には特別調整交付金（３分の２）と保険料（３分の１）が充てられます。 

 

 

 
（※１）令和３年度より日常生活圏域の数に応じて、配置できる人数が変更となりました。 

（※２）令和３年度より交付基準額を圏域ごとから市町村毎に変更となりました。 

 

 

（２）兵庫県における取組状況 

兵庫県において、事業開始年度の令和２年度に当広域連合と委託契約を締結して一体的実施

に取り組んだ市町は８市１町でしたが、令和３年度には 23 市４町、令和４年度は 25 市６町と

なり、令和５年度は「令和５年度 高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施 取組予定一

覧」のとおり、７月時点で 28 市 10 町が実施しています。令和 6 年度には県内全市町で事業実

施できるよう調整を進めております。 
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 健康診査
対象者数

（人）
　　　　Ａ

 健診受診
者数
（人）

　　　　　Ｂ

受診率
（％）

　　Ｃ＝Ｂ／Ａ

 歯科健康診査
対象者数

（人）
　　　　Ｄ

 歯科健康診査
受診者数

（人）
　　　　　Ｅ

受診率
（％）

　　Ｆ＝Ｅ／Ｄ

1 神戸市 144,032      11,977        8.32% 17,548 1,777 10.13%

2 姫路市 69,635        22,409        32.18% 69,635 87 0.13%

3 尼崎市 62,301        8,099          13.00% 62,301 324 0.52%

4 明石市 40,781        4,435          10.88% 40,781 111 0.27%

5 西宮市 56,416        21,065        37.34% 15,850 1,777 11.21%

6 洲本市 7,566          1,230          16.26% 1,138 151 13.27%

7 芦屋市 14,175        4,527          31.94% 14,193 31 0.22%

8 伊丹市 27,114        6,757          24.92% 27,114 45 0.17%

9 相生市 5,635          1,003          17.80% 5,635 50 0.89%

10 豊岡市 14,277        2,651          18.57% 1,083 28 2.59%

11 加古川市 34,685        8,713          25.12% 6,398 573 8.96%

12 赤穂市 7,669          1,309          17.07% 7,669 86 1.12%

13 西脇市 6,955          1,257          18.07% 6,955 429 6.17%

14 宝塚市 33,838        10,251        30.29% 33,838 5 0.02%

15 三木市 12,959        2,132          16.45% 12,959 379 2.93%

16 高砂市 12,577        1,595          12.68% 2,271 178 7.84%

17 川西市 26,706        5,049          18.91% 26,706 69 0.26%

18 小野市 6,555          657            10.02% 6,555 5 0.08%

19 三田市 12,531        2,547          20.33% 2,192 218 9.95%

20 加西市 7,093          1,484          20.92% 7,093 33 0.47%

21 丹波篠山市 6,831          856            12.53% 966 183 18.94%

22 養父市 4,512          818            18.13% 4,512 32 0.71%

23 丹波市 11,521        1,318          11.44% 1,641 244 14.87%

24 南あわじ市 8,310          1,772          21.32% 8,310 160 1.93%

25 朝来市 5,076          1,152          22.70% 269 92 34.20%

26 淡路市 7,805          1,205          15.44% 7,805 46 0.59%

27 宍粟市 5,977          1,420          23.76% 5,977 26 0.44%

28 加東市 3,446          699            20.28% 3,446 42 1.22%

29 たつの市 11,278        2,162          19.17% 11,278 58 0.51%

30 猪名川町 4,170          1,681          40.31% 4,170 29 0.70%

31 多可町 3,977          581            14.61% 572 92 16.08%

32 稲美町 4,789          962            20.09% 952 135 14.18%

33 播磨町 4,589          1,047          22.82% 4,108 159 3.87%

34 市川町 2,086          555            26.61% 2,086 7 0.34%

35 福崎町 2,595          532            20.50% 2,595 17 0.66%

36 神河町 1,975          448            22.68% 1,975 5 0.25%

37 太子町 4,218          630            14.94% 4,056 37 0.91%

38 上郡町 2,714          503            18.53% 2,714 44 1.62%

39 佐用町 3,618          385            10.64% 3,618 38 1.05%

40 香美町 3,337          746            22.36% 3,337 50 1.50%

41 新温泉町 1,644          511            31.08% 1,644 22 1.34%

707,968 139,130 19.65% 443,945      7,874          1.77%

※　数値は、令和５年６月現在

２．令和４年度　健康診査及び歯科健康診査　実績　（各市町）

市町

健康診査  歯科健康診査

市町合計
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３．保健師・看護師による訪問指導業務について 

 

（１）目的 

重複・頻回受診傾向にある被保険者及びその家族に対して、１年以上の実務経験を有する保

健師または看護師が訪問し、療養上の日常生活指導及び受診に関する指導並びに服薬指導等を

行うことにより、被保険者の適正な受診を促し、もって被保険者の傷病の早期治癒及び健康の

保持増進を図るとともに、医療費の適正化を図ることを目的とする。 

 

（２）訪問指導対象者及び実施方法等 

兵庫県内の後期高齢者医療の被保険者のうち、レセプト情報等において一定の条件を指定し、

訪問指導候補者を抽出する。 

 

①対象者 

・重複受診者 

    ３か月連続して同一疾病で医療機関を３カ所以上受診している者 

  ・頻回受診者 

    ３か月連続して同一医療機関で受診が１５回以上である者 

    

②対象者数 

選定者１人について、原則２回の訪問・電話指導を行う。令和５年度においては、約２００

人に訪問指導を行う予定。 

 

③訪問指導予定時期 

１回目７月～９月頃、２回目１０月～１２月頃 

 

④実施方法 

訪問指導候補者を抽出し、その中から被保険者の意向を確認した上で訪問対象者を選定する。 

１人の被保険者につき、原則として２回の訪問・電話指導を行う。委託事業者は、訪問指導を

行った被保険者について、訪問指導票及び訪問指導報告書を作成する。 
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　①訪問指導の対象者

対象人数 年齢

　②訪問指導の状況

要因となる主な疾病 生活（居住）の状況

人数（人）

19

23

17

59

指導・相談の内容及び改善に向けた取り組みの実施状況

12

22

4

11

28

11

1

3

13

23

21

9

実施した　（半分以上実行した）

実施できなかった（あまり実行できなかった）

実施した　（半分以上実行した）

実施できなかった（あまり実行できなかった）

実施した　（半分以上実行した）

実施した　（半分以上実行した）

実施できなかった（あまり実行できなかった）

　生活習慣
（食事・栄養・運動・身体活動

等）

　介護状況・介護予防ほか

　転倒・骨折・運動機能等

健診関係
　健診未受診・検査結果の理

解・
再検査放置ほか

　　　人数  （人）

1

18

合計 59

年齢

７５歳以下

７６～８０歳

８１～８５歳

８６～８８歳

25

15

実施できなかった（あまり実行できなかった）

指導・相談の主な内容 　　　　　取り組みの状況　　（複数回答）　　（人）

実施した　（半分以上実行した）

　　腰痛症及び坐骨神経痛

　　骨粗鬆症

実施できなかった（あまり実行できなかった）

実施した　（半分以上実行した）

実施できなかった（あまり実行できなかった）

　受診関係

　服薬関係

　疾病の重症化予防

　介護関係

　その他

　重複受診・頻回受診・
多受診ほか

　重複・多剤・残薬・
ジェネリック医薬品ほか

34

　　人数  （人）

223

59

130

区分

対象者

訪問指導実施

訪問辞退

連絡先不明等

　　循環器系の疾患

　　筋骨格系及び結合組織の疾患

疾病名

　　高血圧性疾患

　　心疾患

　　膝関節症

　　脊椎障害（脊椎症を含む）

分類

単身世帯（独居）

区分

夫婦世帯

家族と同居等

合計

（３） 令和４年度訪問指導事業の報告 

 

令和３年 10月診療分から令和４年３月診療分までのレセプト情報を基に、重複・頻回受診者の

要件を満たす対象者について、兵庫県全域（４１市町）を対象に訪問指導候補者を２２３名抽出。

被保険者の意向を電話で確認した上で、令和４年７月～１２月に、重複・頻回受診者５９名に訪問

指導および電話指導を実施した。 
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４．ジェネリック医薬品の普及・啓発について 

 

（１）概要 

 国は、２０２１年（令和３年）６月の閣議決定において、「２０２３年度末までに全ての都道

府県で後発医薬品の使用割合を 80％以上」とする目標を定めている。ジェネリック医薬品に関す

る正しい知識の普及と認知向上を図ることは、保険財政の負担軽減及び被保険者の窓口負担の軽

減の観点から有効であると考えられるため、当広域連合においても普及啓発を実施している。 

 

（２）令和４年度における取り組み 

①ミニパンフレットによる普及・啓発 

後期高齢者医療制度のミニパンフレットにジェネリック医薬品の説明を記載し、全被保険者

に保険証と一緒に送付した。 

   発送時期 令和４年７月、及び毎月の被保険者証の発送時 

   対象者数 約 １，０２１，０００人 

 

②ジェネリック医薬品差額通知の送付 

使用実績が多いジェネリック医薬品に切り替え可能な先発薬を利用している被保険者を通知

対象とし、差額通知を送付した。 

 発送時期 令和４年６月、１１月 

 対象者数 令和４年６月：３４，８６５人（自己負担軽減額３３０円） 

令和４年１１月：３３,８６９人（自己負担軽減額２７０円） 

 

（ア）第１回目 効果額 

令和４年６月から１０月までのレセプトを対象に、通知対象者（３４，８６５人）のうち、

３月に処方された先発医薬品から、後発医薬品に切り替えた被保険者を抽出し、実際に処方さ

れた数量に処方された先発医薬品と後発医薬品の差額を乗じて、医療費削減額（保険者負担相

当額）を計算した。また、切替者数としては、１医薬品でも先発医薬品から後発医薬品に切り

替えた被保険者を１として、計算を行った（１人の被保険者が複数の切替を行ったとしても１

人として計算）。 

第１回目の通知に要した費用が、約４０５万円で、切り替えた方の直近の６月～１０月まで

の合計の医療費削減額（保険者負担相当額）としては、約２，１４７万円が見込まれ、その差

し引き額として、直近５か月分で約１，７４２万円の効果があったと考えられる。 
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（イ）第２回目 効果額 

令和４年１１月から令和５年３月までのレセプトを対象に、通知対象者（３３，８６９人）

のうち、８月に処方された先発医薬品から、後発医薬品に切り替えた被保険者を抽出し、第１ 

回目と同様に医療費削減額（保険者負担相当額）を計算した。 

第２回目の通知に要した費用が、約４０５万円で、切り替えた方の直近の１１月～翌年３月

までの合計の医療費削減額（保険者負担相当額）としては、約１億１，０８５万円が見込ま

れ、その差し引き額として、直近５か月分で約１億６８０万円の効果があったと考えられる。 

 

（参考）ジェネリック医薬品利用差額通知書発送状況 
 

1回目 2回目 

年度 発送月 対象者 自己負担軽減額 発送月 対象者 自己負担軽減額 

令和元年度 6月 40,036人 320円以上 11月 33,344人 350円以上 

令和２年度 6月 38,397人 320円以上 11月 30,386人 390円以上 

令和３年度 6月 39,529人 320円以上 11月 31,122人 350円以上 

令和４年度 6月 34,865人 330円以上 11月 33,869人 270円以上 

令和５年度 10月 30,000人 未定    
 

 

効果額 

第１回目 

令和４年度 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 合計 

効果額（円） 3,275,209 3,864,278 4,232,096 5,449,004 4,650,097 21,470,684 

切替者数（人） 2,253 3,456 4,300 5,287 5,904 5,904 

切替率（％） 6.4 9.9 12.3 15.1 16.9 16.9 

 

第２回目 

令和４年度 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計 

効果額（円） 18,962,655 23,712,241 21,295,935 22,995,227 23,884,053 110,850,111 

切替者数（人） 3,273 4,854 5,622 6,298 6,857 6,857 

切替率（％） 9.6 14.3 16.5 18.5 20.2 20.2 

※効 果 額：保険者負担相当額 

※切替者数：合計欄は、期間内に一度でも切り替えたことがある人の実数 

※切替率：切替者数／通知対象者数 
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ジェネリック医薬品の数量ベースのシェアの推移 

 令和２年２月 令和３年２月 令和４年２月 令和５年２月 

全国（全年齢） ８０．３％ ８２．１％ ８２．１％ ８３．７％ 

兵庫広域 ７７．３％ ７９．５％ ７９．８％ ８１．８％ 
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（３）第３期データヘルス計画について 
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第３期データヘルス計画について 

 

１ 趣  旨 

後期高齢者医療広域連合は、「高齢者の医療の確保に関する法律に基づく高齢者保健事業の

実施等に関する指針」に基づき、健康・医療情報を活用して効果的・効率的な保健事業を行

うための高齢者保健事業の実施計画、いわゆるデータヘルス計画を策定した上で、高齢者保

健事業の実施、評価及び改善等を行うこととされている。 

当広域連合においても、健康診査の結果やレセプトデータ等の健康・医療情報を活用・分

析して、ＰＤＣＡサイクルに沿って保健事業を行うために、構成４１市町の連携・協力のも

と、平成 27 年度に第１期、平成 30 年度に第２期データヘルス計画を策定して、効果的かつ

効率的な保健事業の実施に努めてきた。 

このたび、令和６年３月をもって第２期計画の期間が満了することから、第３期計画を策

定する。 

 

２ 第２期データヘルス計画の評価（設定した目標における達成状況抜粋） 

※健診受診率の（）内は人間ドックの受診者を含む 

 

３ 策定の内容 

国の示すデータヘルス計画策定の手引きでは、広域連合の役割として、県内の全体的な状

況と合わせて、構成市町別の状況についても同様に把握し、記載することとされている。手

引きの内容を踏まえ、策定の内容については概ね次のとおりとする。 

（１） ＫＤＢデータ等の健康・医療情報を分析することで健康課題を抽出・明確化する。 

（２） 課題を解決するために必要な目標を設定する。 

（３） 健康課題に対応した保健事業を選択し、優先して取り組む事業について検討し、それぞ

れについて、実施内容等の必要事項を記載する。特に、後期高齢者の保健事業の中心を

担う一体的実施の取組内容について十分検討する。 

 

４ 計画期間 

令和６年４月から令和 12年３月までの６年間とし、令和９年度に中間評価を行う。 

 

５ 今後のスケジュール    

令和５年 ７月 第２期計画の評価 

10月 第３期計画（案）作成 

12月 パブリックコメント実施 

令和６年 １月 パブリックコメントの意見結果を反映し、修正する 

２月 懇話会・議会に計画案提示 

３月 各種意見を踏まえた最終修正 

４月 公表 
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（４）医療費の動向について 
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（実数）

増減 率（％） 増減 率（％）

832,078 802,940 29,138 3.6 18,800,462 18,187,568 612,894 3.4

合　計 850,705,230,541 803,599,433,404 47,105,797,137 5.9 合　計 178,167 169,437 8,730 5.2

入院 412,022,760,711 380,734,472,013 31,288,288,698 8.2 入院 86,261 80,936 5,325 6.6

入院外 247,240,917,993 236,393,111,764 10,847,806,229 4.6 入院外 51,600 49,218 2,382 4.8

歯科 36,437,154,882 33,674,213,506 2,762,941,376 8.2 歯科 7,083 6,596 487 7.4

調剤 125,978,409,434 125,769,000,207 209,409,227 0.2 調剤 27,156 27,006 150 0.6

食事・生活療養 18,290,810,911 17,987,566,072 303,244,839 1.7 食事・生活療養 4,039 4,017 22 0.5

訪問看護療養 10,735,176,610 9,041,069,842 1,694,106,768 18.7 訪問看護療養 2,028 1,664 364 21.9

合　計 26,638,027 25,389,906 1,248,121 4.9 合　計 55,289 52,961 2,328 4.4

入院 631,231 609,133 22,098 3.6 入院 1,376 1,346 30 2.2

入院外 13,840,932 13,256,804 584,128 4.4 入院外 28,652 27,569 1,083 3.9

歯科 2,372,290 2,171,173 201,117 9.3 歯科 4,874 4,502 372 8.3

調剤 9,698,865 9,269,261 429,604 4.6 調剤 20,222 19,401 821 4.2

(食事・生活療養) 598,739 575,421 23,318 4.1 (食事・生活療養) 1,291 1,262 29 2.3

訪問看護療養 94,709 83,535 11,174 13.4 訪問看護療養 165 144 21 14.6

合　計 39,533,015 38,234,364 1,298,651 3.4 合　計 81,612 79,435 2,177 2.7

入院 10,680,379 10,445,213 235,166 2.3 入院 23,758 23,539 219 0.9

入院外 23,685,766 23,000,233 685,533 3.0 入院外 47,645 46,378 1,267 2.7

歯科 4,267,584 4,009,085 258,499 6.4 歯科 8,616 8,168 448 5.5

(調剤) 12,272,274 11,840,778 431,496 3.6 (調剤) 25,196 24,374 822 3.4

(食事・生活療養) 26,750,017 26,279,173 470,844 1.8 (食事・生活療養) 59,297 58,942 355 0.6

訪問看護療養 899,286 779,833 119,453 15.3 訪問看護療養 1,592 1,350 242 17.9

（諸率）

増減 率（％） 増減 率（％）

合　計 1,022,386 1,000,821 21,565 2.2 合　計 947,672 931,606 16,066 1.7

入院 495,173 474,175 20,998 4.4 入院 458,824 445,009 13,815 3.1

入院外 297,137 294,409 2,727 0.9 入院外 274,459 270,612 3,847 1.4

歯科 43,791 41,939 1,852 4.4 歯科 37,677 36,265 1,412 3.9

調剤 151,402 156,636 -5,233 -3.3 調剤 144,444 148,486 -4,042 -2.7

食事・生活療養 21,982 22,402 -420 -1.9 食事・生活療養 21,481 22,084 -603 -2.7

訪問看護療養 12,902 11,260 1,642 14.6 訪問看護療養 10,787 9,150 1,637 17.9

合　計 3,201.4 3,162.1 39.3 1.2 合　計 2,940.8 2,911.9 28.9 1.0

入院 75.9 75.9 0.0 0.0 入院 73.2 74.0 -0.8 -1.1

入院外 1,663.4 1,651.0 12.4 0.8 入院外 1,524.0 1,515.8 8.2 0.5

歯科 285.1 270.4 14.7 5.4 歯科 259.2 247.5 11.7 4.7

調剤 1,165.6 1,154.4 11.2 1.0 調剤 1,075.6 1,066.7 8.9 0.8

食事・生活療養 72.0 71.7 0.3 0.4 食事・生活療養 68.7 69.4 -0.7 -1.0

訪問看護療養 11.4 10.4 1.0 9.4 訪問看護療養 8.8 7.9 0.9 10.8

合　計 1.48 1.51 -0.02 -1.4 合　計 1.48 1.50 -0.02 -1.6

入院 16.92 17.15 -0.23 -1.3 入院 17.27 17.49 -0.22 -1.3

入院外 1.71 1.73 -0.02 -1.4 入院外 1.66 1.68 -0.02 -1.2

歯科 1.80 1.85 -0.05 -2.6 歯科 1.77 1.81 -0.05 -2.6

調剤 1.27 1.28 -0.01 -0.9 調剤 1.25 1.26 -0.01 -0.8

食事・生活療養 44.68 45.67 -0.99 -2.2 食事・生活療養 45.93 46.71 -0.77 -1.7

訪問看護療養 9.50 9.34 0.16 1.7 訪問看護療養 9.65 9.38 0.27 2.9

合　計 21,519 21,018 501 2.4 合　計 21,831 21,330 501 2.3

入院 38,578 36,451 2,127 5.8 入院 36,308 34,384 1,924 5.6

入院外 10,438 10,278 161 1.6 入院外 10,830 10,612 218 2.1

歯科 8,538 8,399 139 1.7 歯科 8,221 8,075 146 1.8

調剤 10,265 10,622 -356 -3.4 調剤 10,778 11,080 -302 -2.7

食事・生活療養 684 684 -1 -0.1 食事・生活療養 681 681 0 0.0

訪問看護療養 11,937 11,594 344 3.0 訪問看護療養 12,735 12,328 407 3.3

※ 数値は４～３月診療分。（国民健康保険中央会医療費速報値ベース）

※ 日数 ： 調剤については調剤報酬明細書における処方箋枚数。 食事療養については入院時食事回数。

※ 受診率 ： 件数÷年間平均被保険者数×100

1件当たり
日数（日）

1件当たり
日数（日）

1日当たり
医療費（円）

1日当たり
医療費（円）

令和３年度令和４年度
対前年度

1人当たり
医療費（円）

1人当たり
医療費（円）

受診率 受診率

令和４年度 令和３年度
対前年度

日数
（日）

日数
（万日）

兵庫県 全国平均

件数
（件）

件数
（万件）

年間平均被保険者数（人） 年間平均被保険者数（人）

医療費
（円）

後期高齢者医療　医療費の動向について

兵庫県 全国計

令和４年度 令和３年度
対前年度

令和４年度 令和３年度
対前年度

医療費
（億円）
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（５）マイナンバーカードと健康保険証の一体

化について 
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マイナンバーカードと健康保険証の一体化について 

１．経緯 

➢ 令和４年 12 月６日 

 『第１回マイナカードと健康保険証の一体化に関する検討会』開催 

➢ 令和４年 12 月 12 日～令和５年２月 16 日 

 『マイナカードと健康保険証の一体化に関する検討会専門家ワーキンググループ』開催 

➢ 令和５年２月 17 日 

 『第２回マイナカードと健康保険証の一体化に関する検討会』開催 

  課題の整理と必要な対応を検討し、［中間とりまとめ］として公表。 

  ～健康保険証廃止後の資格確認の取扱いについて～ 

   ・マイナンバーカードによるオンライン資格確認を基本とする。 

・マイナンバーカードによりオンライン資格確認を受けることができない状況にある方に 

ついては、資格確認書により被保険者資格を確認することとする。 

・資格確認書は本人の申請に基づき、保険者から速やかに提供することとする。 

・資格確認書の有効期間は、１年を限度として各保険者が設定することとする。 

  ～発行済みの健康保険証の取扱い～ 

   ・健康保険証廃止後、発行済みの健康保険証を１年間（先に有効期間が到来する場合は 

有効期間まで）有効とみなす経過措置を設ける。 

  中間とりまとめで具体化に至らなかった事項については、最終とりまとめに反映できるよう 

検討するとされた。 

➢ 令和５年３月７日 

『行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正 

する法律案』提出（第 211 回通常国会） 

➢ 令和５年６月９日 

『行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正 

する法律』公布（施行期日：公布の日から１年６月以内の政令で定める日） 

 

２．導入状況について 

○兵庫県内の医療機関等における顔認証付きカードリーダー運用状況（2023.7.9 現在） 

 申込機関数 申込率 運用機関数 参加率 

兵庫県   ９，９８８ 91.7％   ８，６０３ 79.0％ 

全国 ２１０，９２６ 91.9％ １８１，６９２ 79.2％ 

※厚生労働省ホームページ掲載：オンライン資格確認の都道府県別導入状況について より 

 

○兵庫県におけるマイナンバーカードの健康保険証利用登録者数 

被保険者数  ８５５，９９３人（2023.6 月末現在） 

利用登録者数 ４１８，２８１人（2023.7.18 現在） 

割合 ４８．８７％ 
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（６）医療保険制度改革に伴う次期保険料率改

定への影響について 
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医療保険制度改革に伴う次期保険料率改定への影響について 

 

本年５月に「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等

の一部を改正する法律」が国会で可決、成立しました。 

これを受け、兵庫県後期高齢者医療広域連合では、令和６・７年度保険料率改定に当た

り、今回の改正の内容を踏まえた料率を算定いたします。 

 

おもな改正内容 

・後期高齢者医療制度が、出産育児一時金(令和 5年 4月より 50万円)に係る費用の一部

（７％）を支援する仕組みを導入する。 

・後期高齢者１人当たり保険料と現役世代１人当たり後期高齢者支援金の伸び率が同じ

になるよう、高齢者負担率の設定方法を見直す。（後期高齢者負担率の引き上げ） 

 

新たな負担への対応 

・所得にかかわらず低所得の方も負担する均等割は、制度改正に伴う増加が生じないよ

う、均等割総額と所得割総額の比率を見直しする。(所得割総額の比率を増やす) 

・賦課限度額を現行の６６万円から８０万円に引き上げる。 

 

激変緩和措置 

・出産育児一時金に対する高齢者の支援を令和 6・７年度は１／２とし、負担増を抑制。 

・所得に応じて負担する所得割は、一定以下の所得の方（（年金収入１５３万円～２１１万

円相当以下の方）を対象に、令和６年度は制度改正に伴う増加が生じないようにする。 

・賦課限度額の引き上げは、令和６年度は７３万円、令和７年度は８０万円と、段階的に

実施する。（令和６年度に新たに７５歳に到達する方は、激変緩和措置の対象外） 

 

別添参考資料について 

令和５年 2月 24 日第 163 回社会保障審議会医療保険部会資料（「全世代対応型の持続可能

な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案について」より抜

粋しています。なお、（ 後期高齢者一人当たりの保険料額（２年間）への影響（収入別）』に

保険料額の試算が掲載されていますが、こちらは全国平均の数値です。 

 （参参考兵兵庫県の令和４・５年度における均等割額・所得割率・１人当たり平均保険料は

次のとおりです。 

     均等割額 ５０，１４７円 

  所得割率 １０．２８％ 

     料率算定時１人当たり平均保険料額 ８３，５１７円 
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